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高齢者等見守り隊とは・・・ 
 

現在、地域のつながりの希薄化、社会的孤立・孤独の進行など、高齢者を取

り巻く課題は深刻化しています。 

地域生活において高齢者を孤立させず、さらには自立を促し、高齢者自身が

自らいきいきと暮らせることができるよう、支援していくためには、介護保険

制度の充実など、福祉施策の充実とともに、ご近所による見守り・安否確認・

身近な支えあいなどを通じた地域でのつながりの再構築や日常生活における

「顔の見える関係づくり」が 求められています。 

本事業は、宇陀市高齢者安心安全ネットワーク推進委員会の協力のもと、民

生児童委員、老人クラブ連合会、自治会など既存の団体に加えて、地元企業に

も加入いただく「高齢者等おしらせ隊」と地域のボランティアグループ、老人

クラブ連合会、自治会、まちづくり協議会による「高齢者等サポート隊」の２

つを総称して『高齢者等見守り隊』を編成しています。  

今後は、「高齢者等おしらせ隊」（平成２３年１１月３０日発足）は市、「高齢

者等サポート隊」は市社会福祉協議会を運営主体とし、持続可能で、地域住民

自身が互いに支えあうことができるように、高齢者を見守るための新たな仕組

みづくりを実施するものです。 

 

期待される効果・・・ 
 

①ひとり暮らし等高齢者の孤立や孤独を防ぎ、一人ぼっちにさせないことで、

自立を促します。 

②ご近所による見守り・安否確認・身近な支えあいを通じて、「顔の見える関係

づくり」を目指し、地域でのつながりの再構築を行います。 

③災害時要援護者台帳の避難支援者と連携し、登録者などの災害弱者を支援す

る体制をつくります。 

④地域住民、行政、民間事業所を含む関係機関等と「官民協働」で高齢者を見

守る共助の新たな仕組みづくりを行うことで、誰もが住み慣れた地域で、自

分らしく安心・安全に暮らせる地域づくりを目指します。 
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高齢者等サポート隊とは・・ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生児童委員・自治会・老人クラブなど 

モデル地区 

サポート隊員 

 

 
見守り 

高齢者等 

ア

ド

バ

イ

ス 

連 
 

携 

隊

員

の

登

録 

登
録
員
証
の
発
行
・ 

助
言
・
活
動
支
援 

見守り・安否

確認・身近な

支えあい 

従
前
と
同
じ
活
動 

養
成
講
座
等
開
催 

（誓約書提出） 

４ 

見
守
り
の
申
出 

サポート 

市社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体・民間事業者との協力体制 

異変連絡の基準（当面） 

○配達・検針業務・・・連絡もなく、配達物の貯留や機器のメーターが明らか

に異常を来たしている。 

○数日間、電気が昼夜を問わず付いたままで、本人に会えない。 

○連絡がなく、数日間、姿が見えない。etc 

 

サポート隊への登録・支援 

○モデル地区を指定し、地域の特性に応じた高齢者等見守り隊（サポート隊）

の養成講座・会合の開催 

○「高齢者等サポート隊」隊員証の交付（身分証明書代わり）  

○サポート隊員には、地域活動費を支給予定 

サポート隊の活動範囲（当面） 

○見守り・・・声かけ・あいさつ、訪問 

○安否確認・・・緊急時の異変連絡 

○身近な支えあい・・・法令により従事が制限されている業務や営利業務を除

き、双方同意の上で行う日常生活の簡易な支えあい。            

（電球交換、生活ごみの搬出、物の移動など） 

５ 

◇市と民間事業者との協定締結 

◇協力事業所には「高齢者等協力事業所シール」を配布 

◇協力事業所には、地域福祉増進に寄与した事業所として広報うだ・市ホーム

ページに掲載。また、特にその活動が顕著と認められた場合などは、感謝状

等を授与 
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□ 宇陀市役所 介護福祉課課 

(℡0745-82-3675・IP88-9088) 

□ 宇陀市医療介護あんしんセンター 

(℡0745-85-2500・IP88-9480) 

□ 宇陀市社会福祉協議会 

(℡0745-84-4116・IP88-9202) 


